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立
者
は
一
八
人
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渋し
ぶ

谷や

慥ぞ
う

爾じ

は
、
英
吉
利
法
律
学
校
の
創
立
者
の
一
人
で
あ
る
と

と
も
に
、
初
代
の
幹
事
を
務
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

　

肥
前
鹿
島
藩
の
出
身
、
幼
名
次
太
郎
、
の
ち
乕と
ら

（
寅
）
二じ

、
慥

爾
と
改
名
し
た
。
三
歳
で
父
茂
七
を
亡
く
し
、
五
歳
で
母
と
生
別

し
た
た
め
、
祖
母
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
と
い
う
。
幼
少
か
ら
学

問
を
好
み
、
藩
校
弘
文
館
で
は
原
忠
順
（
悔
堂
）
に
師
事
し
、

一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
上
京
、
翌
年
、
東
京
大
学
予
備
門
に
入

学
し
た
。
八
五
年
七
月
東
京
大
学
法
学
部
を
卒
業
、
代
言
人
と
し

て
活
動
を
始
め
、
十
月
に
は
法
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
。

　

八
五
年
九
月
の
英
吉
利
法
律
学
校
の
開
校
か
ら
翌
年
四
月
ま
で

の
間
、
渋
谷
は
初
代
の
幹
事
と
し
て
校
務
全
般
の
処
理
に
あ
た
っ

た
。
九
月
の
開
校
式
で
は
、
高
橋
一
勝
や
増
島
六
一
郎
の
設
立
趣

旨
の
説
明
に
続
き
、
穂
積
陳
重
が
英
語
で
、
渋
谷
が
日
本
語
で
そ

れ
ぞ
れ
謝
辞
を
述
べ
て
い
る
。
東
京
大
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り

で
、
学
位
も
授
与
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
か
、
当
初
の
担
当
講

師
の
一
覧
に
は
名
を
連
ね
て
い
な
か
っ
た
が
、
実
際
に
は
、
初
年

度
か
ら
第
一
学
年
の
組
合
法
、
羅ロ
ー
マ馬
法
、
判
決
例
の
講
義
を
担
当

し
、
以
後
、
英
国
刑
法
、
帝
国
憲
法
な
ど
も
担
当
す
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
開
校
直
後
に
磯
部
醇
が
長
崎
商
業
学
校
へ
赴
任
し
た

た
め
に
欠
員
と
な
っ
た
代
理
法
の
講
義
も
取
り
敢
え
ず
渋
谷
が
担

当
し
、
間
も
な
く
山
田
喜
之
助
が
年
度
途
中
か
ら
引
き
継
い
で
い

た
。

　

渋
谷
が
英
吉
利
法
律
学
校
の
創
立
に
関
わ
っ
た
の
は
、
岡
山
兼

吉
と
の
関
係
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
岡
山
は
、
年
齢
は
ほ
と
ん
ど

変
わ
ら
な
い
が
、
東
京
大
学
で
は
三
年
上
級
に
あ
た
り
、
八
〇
年

十
月
に
東
京
大
学
の
学
生
が
連
名
で
元
老
院
へ
「
学
術
上
ニ
付
官

吏
演
説
ノ
禁
ヲ
解
ク
ノ
建
議
」
を
出
し
た
際
に
は
、
一
五
人
の
中

に
岡
山
や
穂
積
八
束
ら
と
と
も
に
渋
谷
の
名
も
見
え
る
。

　

彼
は
一
緒
に
寄
宿
舎
生
活
を
送
っ
た
石
渡
敏
一
（
司
法
官
）
の

紹
介
に
よ
り
、
在
学
中
か
ら
岡
山
事
務
所
の
事
務
員
と
な
っ
た
。

「
聊
い
さ
さ
かか
遊
ん
だ
為
め
の
借
金
」
が
あ
り
、
そ
の
支
払
い
が
就
職
の

条
件
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
花
井
卓
蔵
に
よ
れ
ば
、渋
谷
は「
弁

護
士
と
し
て
も
名
声
嘖さ
く

々さ
く

」、「
温
厚
君
子
人
に
近
き
性
格
を
有

し
」な
が
ら
、「
只
惜
む
ら
く
は
産
を
治
る
こ
と
甚
だ
拙
に
し
て
」、

「
負
債
に
は
余
程
困
っ
て
居
っ
た
」
よ
う
で
、
そ
れ
を
終
始
徹
底

世
話
を
し
た
の
が
岡
山
で
あ
っ
た
と
い
う
。
大
学
を
卒
業
後
も
代

言
人
と
し
て
は
岡
山
事
務
所
で
活
動
し
、
の
ち
独
立
し
て
代
言
事

務
所
を
開
業
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

渋
谷
の
著
作
に
は
、
英
吉
利
法
律
学
校
お
よ
び
東
京
法
学
院
の

講
義
録
と
し
て
、
羅
馬
法
・
英
国
刑
法
・
帝
国
憲
法
・
代
理
法
な

ど
が
あ
る
が
、
特
殊
な
も
の
と
し
て
シ
ド
モ
ー
ル
が
講
義
し
、
渋

谷
が
訳
述
し
た『
亜
米
理
加
法
律
』、『
合
衆
国
領
事
裁
判
訴
訟
法
』

の
講
義
録
や
、
山
田
喜
之
助
・
江
木
衷
と
の
合
著
『
帝
国
憲
法
要

義
』
が
あ
る
。
ま
た
八
三
年
に
は
、
自
由
出
版
会
社
か
ら
ミ
リ
セ

ン
ト
・
ガ
レ
ッ
ト
・
フ
ォ
ー
セ
ッ
ト
著
『
エ
ッ
セ
ー
ズ　

ア
ン
ド

　

レ
ク
チ
ャ
ー

ズ　

オ
ン　

ソ

シ
ア
ル　

ア
ン

ド　

ポ
リ
テ
ィ

カ
ル　

サ
ブ

ジ
ェ
ク
ツ
』
を

翻
訳
し
、
英
国

宝フ
ォ
ー
セ
ッ
ト

節
徳
著
渋
谷
慥
爾
訳
『
政
治
談
』
上
・
下
巻
と
し
て
刊
行
し
て

い
る
。
こ
れ
は
明
治
日
本
の
協
同
組
合
思
想
の
導
入
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
フ
ォ
ー
セ
ッ
ト
夫
妻
の
講
義
・
論
考
を
収
録
し
た

も
の
の
翻
訳
で
あ
る
が
、
東
京
大
学
在
学
中
の
三
十
歳
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
シ
ド
モ
ー
ル
の
講
義
の
翻
訳
と
い
い
、
英
語
に
堪
能
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

渋
谷
が
渡
辺
安
積
と
英
吉
利
法
律
学
校
幹
事
の
任
を
交
代
し
た

の
は
、『
明
法
志
林
』
の
仕
事
に
従
事
す
る
た
め
と
も
言
わ
れ
て

い
る
が
、
彼
が
英
吉
利
法
律
学
校
の
初
代
幹
事
に
就
任
し
た
の

は
、
若
く
て
雑
事
を
任
さ
れ
た
と
言
う
よ
り
は
、
そ
の
年
齢
と
岡

山
事
務
所
な
ど
で
の
実
務
経
験
を
買
わ
れ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う

か
。
梧ご

堂ど
う

先
生
（
岡
山
兼
吉
）
の
有
力
な
る
乾け
ん

児じ

（
こ
ぶ
ん
）

と
も
称
さ
れ
た
渋
谷
で
あ
る
が
、
七
年
の
闘
病
生
活
の
の
ち
岡
山

の
没
後
一
年
を
待
た
ず
し
て
四
十
二
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
墓
所
は

港
区
高
輪
の
広
岳
院
、「
渋
谷
慥
爾
之
墓
」
は
息
子
・
茂
の
墓
と

と
も
に
同
院
の
鍋
島
藩
の
墓
域
に
あ
っ
た
が
、
一
九
七
四
（
昭
和

四
十
九
）
年
、
当
時
の
鹿
島
鍋
島
氏
の
当
主
に
よ
り
「
鹿
島
鍋
島

藩
中
之
墓
」
に
合
葬
さ
れ
て
い
る
。
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